
賛
成

賛
成

　

本
予
算
は
、
成
田
空
港
開
港
以
来
、

五
辻
地
区
悲
願
と
も
言
う
べ
き
共
同
利

用
施
設
建
設
事
業
費
が
計
上
さ
れ
ま
し

た
。
２
０
０
９
年
（
Ｈ
21
年
）
夏
の
騒

音
調
査
を
出
発
点
と
し
、
空
港
会
社
と

の
協
議
・
調
整
、
地
権
者
と
の
協
議
、

建
設
予
定
地
賃
貸
借
契
約
の
締
結
、
排

水
問
題
等
々
多
く
の
ハ
ー
ド
ル
を
一
つ

一
つ
ク
リ
ア
に
し
、
実
現
に
向
け
ご
努

力
い
た
だ
き
ま
し
た
事
に
深
く
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
評
価
で
き
る
点
と
し
て
デ

※

マ

ン
ド
タ
ク
シ
ー
の
導
入
が
図
ら
れ
ま
し

た
。
循
環
バ
ス
を
運
行
し
な
い
土
日
、

祝
祭
日
限
り
と
の
こ
と
で
す
が
、
循
環

バ
ス
、
デ
マ
ン
ド
、
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
と

の
乗
り
継
ぎ
公
共
交
通
体
系
の
確
立
に

さ
ら
な
る
工
夫
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

国
は
、
子
ど
も
手
当
減
額
、
所
得
制

限
の
導
入
や
年
少
扶
養
控
除
廃
止
な
ど

子
育
て
世
代
に
と
っ
て
は
今
ま
で
に
な

い
重
税
感
と
な
り
ま
す
。
地
方
自
治
体

の
仕
事
は
、
地
方
自
治
体
の
柱
と
さ
れ

　

東
日
本
大
震
災
復
興
の
た
め
、
地
方
交

付
税
等
の
減
額
が
心
配
さ
れ
ま
し
た
が
、

景
気
対
策
も
あ
る
の
か
、
増
額
と
な
り
ま

し
た
。
町
税
の
減
少
は
あ
る
も
の
の
、
ほ

ぼ
前
年
並
み
の
予
算
と
な
っ
て
い
ま
す
。

子
育
て
世
代
へ
の
支
援
と
人
格
形
成
の
基

礎
で
あ
る
質
の
高
い
幼
児
教
育
の
た
め

に
、
こ
ど
も
園
の
建
設
が
始
ま
り
ま
す
。

　

ま
た
、
五
辻
区
民
待
望
の
共
同
利
用
施

設
が
建
設
さ
れ
ま
す
。
二
事
業
の
た
め
の

町
債
２
億
６
，
６
１
０
万
円
は
、
今
の
町

の
財
政
力
か
ら
考
え
て
無
理
の
な
い
範
囲

だ
と
思
い
ま
す
。
町
道
飯
笹
西
古
内
線
の

開
通
に
向
け
て
工
事
が
進
み
ま
す
。
久
賀

東
地
区
と
常
磐
地
区
の
開
発
が
可
能
と
な

り
ま
す
。

　

防
災
行
政
無
線
の
デ
ジ
タ
ル
化
が
久
賀

地
区
で
実
施
さ
れ
ま
す
。
先
行
し
た
中
・

常
磐
地
区
に
続
き
、
雑
音
の
少
な
い
明
快

な
放
送
と
な
り
ま
す
。

　

成※

田
国
際
空
港
東
側
地
域
戦
略
構
想
策

定
業
務
が
行
わ
れ
ま
す
。
町
の
不
退
転
の

て
い
る
「
住
民
の
福
祉
と
く
ら
し
を
守

る
」
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
住
民
サ
ー
ビ

ス
が
隅
々
ま
で
行
き
渡
る
努
力
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
医
療
費
助
成
に
つ
き
ま
し
て

は
、
こ
の
間
、
県
や
他
市
町
村
に
先
が

け
中
学
３
年
生
ま
で
の
年
齢
拡
充
に
取

り
組
ん
で
き
た
菅
澤
町
政
の
先
進
的
な

実
績
は
、
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
ま

し
た
。
県
の
拡
充
分
を
当
て
、
高
校
３

年
生
ま
で
の
段
階
的
引
き
上
げ
に
努
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

23
年
度
当
初
予
算
に
盛
り
込
ま
れ
た

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
は
凍
結
さ
れ
た

ま
ま
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
地
域
経
済

の
活
性
化
に
有
効
な
施
策
で
あ
り
、
耐

震
診
断
・
改
修
と
抱
き
合
わ
せ
、
使
い

や
す
い
制
度
に
し
実
行
さ
れ
る
こ
と
を

切
望
し
ま
す
。

決
意
を
期
待
し
ま
す
。

　

農
地
集
積
事
業
と
新
規
就
農
総
合
支
援

事
業
に
対
す
る
補
助
が
始
ま
り
ま
す
。
既

存
の
事
業
と
併
せ
て
、
新
規
就
農
者
と
大

型
農
業
を
育
成
し
ま
す
。

　

国
の
財
政
不
安
や
地
震
の
多
発
す
る

現
在
、
町
の
動
脈
で
あ
る
道
路
や
橋
梁

を
守
る
た
め
に
道
路
整
備
基
金
２
億 

８
，
０
０
０
万
円
は
大
事
に
す
べ
き
だ
と

思
い
ま
す
。
各
特
別
会
計
は
、
利
用
者
の

負
担
と
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
額
と
の
バ

ラ
ン
ス
も
よ
く
、
適
正
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
中
で
も
中
央
病
院
会
計
は
、
黒
字
体

質
も
定
着
し
、
医
師
１
名
の
増
員
も
決

ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
地
域
の
医
療
に

大
い
に
貢
献
す
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
以

上
す
べ
て
の
予
算
案
に
賛
成
し
ま
す
。

賛成討論
石渡 悦子 議員

賛成討論
那須 保秋 議員

デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
導
入
を
評
価

す
べ
て
の
予
算
案
に
賛
成

※ 

デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
…
交
通
手
段
に
不
便

を
来
し
て
い
る
方
を
自
宅
か
ら
目
的
地
ま

で
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
方
式
で
送
迎
す
る

サ
ー
ビ
ス

※ 

成
田
国
際
空
港
東
側
地
域
戦
略
構
想
策
定

業
務
…
多
古
町
が
成
田
国
際
空
港
東
側
地

域
の
新
た
な
飛
躍
拠
点
と
な
る
た
め
の
戦

略
構
想
を
策
定
す
る
も
の
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又
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保
秋

菅
澤
　
環

土
井
秀
敏
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昌
則

所
　
一
重

土
井
清
司

石
渡
悦
子

椎
名
義
光

加
瀬
芳
廣

同意
第１号

教育委員会委員の任命につき同意を求めること…（教育委員会委員の欠
員により、間倉の内山昌子氏とすることに同意。任期は、前任者の残任
期間の平成 26 年 9月 30 日まで）

同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議案
第 1号

多古町暴力団排除条例の制定 …（「暴力団員による不当な行為の防止等
に関する法律」が定められたことにより、本町においても同様の趣旨で
制定をするもの）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

2
いきいき健康サロン多古の設置及び管理に関する条例の制定…（多古仲
町の空き店舗を利用して、いきいき健康サロンを開設するため、設置と
管理に関する事項を定めるもの）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

3
多古町歯と口腔の健康づくり推進条例の制定…（歯と口腔の機能が全身
の健康を保持増進する上で重要な役割を果たしていることに鑑み、「歯
科口腔保健の推進に関する法律」等に基づき制定するもの）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

4

多古町重度心身障害者の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例
の一部を改正する条例の制定…（重度心身障害者の医療費助成制度の高
額治療継続者の負担軽減措置を継続するため、給付制限を 27 年４月ま
で３年間繰り延べするもの）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

5
多古町介護保険条例の一部を改正する条例の制定…（平成 24 年度から
3か年の第５期介護保険事業計画に則り改正するもの。保険料を引き上
げ、基準額で月額 4,075 円とするもの）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × －

6
多古町立幼稚園設置条例の一部を改正する条例の制定…（幼稚園再編計
画に伴い新年度から多古と久賀の２園体制となるため、常磐・中幼稚園
を条例から削除する改正）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

7
多古町立幼稚園保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定…
（幼稚園再編計画に基づき、平成 24 年から８月の夏季休業中も預かり
保育をするため保育料を定めるもの）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

8 多古町立小学校設置条例の一部を改正する条例の制定…（第二小学校及
び久賀小学校などの住所地番の表記を改めるもの） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

9

多古町公立学校教職員住宅使用料条例を廃止する条例の制定…（教職員
住宅は建築後 40 年が経過しており、老朽化がすすみ、耐震基準も満た
していないため、危険防止の観点から解体工事を実施している。関係条
例を廃止するもの）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

10
多古町公民館の設置に関する条例を廃止する条例の制定…（公民館は昭
和 44 年 3月に建築され、老朽化などに伴い公民館を廃止するため、廃
止条例を制定などするもの）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

11

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を
改正する条例の制定…（スポーツ振興法に変わり、スポーツ基本法が平
成 23 年 8月に施行されたため、体育指導委員の名称をスポーツ推進委
員に変更するもの）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

12
職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定…（多
古中央病院の救急診療手当を創設し、診療医師に救急患者一人あたり
3,000 円以内の手当を支給するもの）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

13

多古町地区計画等の案の作成手続に関する条例の制定…（地区計画等の
案の内容や手続きについて定める条例。用途地域による制限の範囲内で、
地区ごとの建築物の形態などを決めたり、よりきめ細かいルールづくり
をするもの）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

14
多古町農村協同館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制
定…（昭和 44 年築の中地区農村協同館の取り壊しを 24 年度予定して
いるため条例から削除するもの）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

15
多古町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術
管理者の資格基準に関する条例の制定…（関係法令の施行により、水道
法の一部が改正されたことに伴ない、新規に制定するもの）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

16
多古町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正
する条例の制定…（島地区農業集落排水処理施設の住所を換地後の地番
に改めるなどするもの）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

17
千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協
議…（銚子市と松戸市から共同処理する事務の追加依頼があったため、
協議にあたり議決を求めるもの）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

18

香取広域市町村圏事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び香取
広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更並びに香取広域市町村
圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議…（香取広域
市町村圏事務組合から平成 24 年 3 月 31 日をもって成田市が脱退する
こと。また、震災で被災した老人福祉センター（旧山田町）の廃止に伴
い、組合規約の一部を改正することについて、協議にあたり議決を求め
るもの）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

（議長は採決に加わりません）賛成…○　反対…×　欠席…欠 討論平成２４年度予算を
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